
自家用 営業用
29,500 7,500
34,500 8,500
39,500 9,500
45,000 13,800
51,000 15,700
58,000 17,900
66,500 20,500
76,500 23,600
88,000 27,200
111,000 40,700

●乗用車

総排気量

　　　　　　 1,000cc以下
　1,000cc超　1,500cc以下

●トラック

　2,500cc超　3,000cc以下
　3,000cc超　3,500cc以下

年税額（円）

　4,000cc超　4,500cc以下
　4,500cc超　6,000cc以下
　6,000cc超

　3,500cc超　4,000cc以下

　1,500cc超　2,000cc以下
　2,000cc超　2,500cc以下

●この税金は、自動車の所有に担税力（税を負担する経済的な
　力）があるものとして納めていただくものです。

　県内に主たる定置場のある自動車を所有している
人。ただし、割賦販売契約などで購入し、所有権が
まだ売り主（ディーラー等）にある場合は買主。

　自動車の車種、用途、排気量などにより年税額
が決められています。なお、年度の途中で新たに
取得したとき（運輸支局等で新規に登録したとき)
には、翌月分から月割で納めます。

●県域を越える自動車の転出入時における
　自動車税の月割計算が廃止されました。

　年度の途中で県域を越える所有者、定置場の移動が
あった場合に行われていた自動車税の月割計算が、平
成18年４月１日から廃止されました。これにより、引
っ越しや自動車の売買によって他の都道府県ナンバー
に変わっても、自動車税が新たに課税されたり、還付
されたりすることはなく、４月１日午前０時時点の所
有者（割賦販売の場合は使用者）に１年分の自動車税
を納めていただくことになりました。
※なお、抹消登録による還付や新規登録による課税に
　ついては、月割計算によって税額が算定されます。
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　身体障がい者（等級等の制限あり）が所有する自
動車については、減免制度があります。
●新規取得の場合→申告（登録）のとき
●４月１日現在所有の場合→納期限（５月31日）
　まで減免申請をする必要があります。

　自動車を取得したときや、登録事項の変更をした
ときは、７日以内に申告書を提出することになって
います。

　５月に自動車税事務所から送付される納税通知書に
より、５月31日までに納めます。
　口座振替制度（42ページ参照）を利用されると便利
です。

31



平成８年４月１日～平成９年３月31日

軽減率

通常の税率より
概ね50％軽減。

新車新規登録年度
（初年度登録）

税率が軽減
される時期

要件（下記の２つの基準を満たしているもの）
排出ガス基準 燃費基準

　電気自動車・燃料電池自動車・メタノール自動車・天然ガス自動車に係る自
動車税は通常の税率より概ね50％軽減されます。

新規登録
の翌年度

平成18年４月１日
～

平成20年３月31日

上乗せ率重課措置開始年度対象自動車の種類及び新車新規登録の時期

通常の税率より概
ね25％軽減。

概ね10％新車新規登録から
13年を超えている
ガソリン車
ＬＰＧ車等

平成５年４月１日～平成６年３月31日

平成６年４月１日～平成７年３月31日

平成19年度以降

平成20年度以降

平成19年度以降

平成20年度以降

新車新規登録から
11年を超えている
ディーゼル車等

平成７年４月１日～平成８年３月31日

　平成18・19年度に新車新規登録した排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい自動車
は、翌年度の自動車税が１年間軽減されます。また、新車新規登録から一定年数を経過した自動車
は、税率を重くする特例措置が採られています。

　環境負荷の小さい自動車は、自動車税を軽減しています。
　平成19年度の軽減の対象になる自動車は次のとおりです。
　※なお、軽自動車は本取扱いの対象となりません。

※自動車の後部等に排出ガス基準・燃費基準のステッカーが貼付されています。
※燃費基準は、車検証の備考欄に「平成22年度燃費基準10％向上達成車」、「平成22年度燃費基準20％向上達成車」の記載があります。
※ディーゼル車の場合は、「平成17年度燃費基準10％向上達成車」、「平成17年度燃費基準20％向上達成車」となります。

　新車新規登録から一定年数を経過した自動車には、自動車税を上乗せ
しています。
　平成19年度以降に上乗せ対象となる自動車は次のとおりです。

※一般乗合バス、被けん引車、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス車は除きます。
　また、ハイブリット車は重課対象になります。
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